
　　平成１９年 ３ 月 １ 日

　 田辺市長　　真　砂　充　敏 　　

第１　人事行政の運営の状況

１　職員の任免及び職員数に関する状況

（1） 職員採用試験の実施状況

(平成18年4月1日現在，単位：人）

5

36 2

49 3

10

　田辺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第２５号）に基づき、田辺市の人
事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。

人事行政の運営等の状況の公表

受験者数試験区分

事務職

保育士

消防職

合　計

最終合格者数

183

268

（2） 職員の採用状況

(平成18年4月1日現在，単位：人）

（3） 職員の退職等の状況

（平成17年度，単位：人）

※

－１－

　　勧奨退職

　　定年退職

　　死亡退職

合　計

6

42

3

1

人　　数

13

25

事務職

保育士

3

区分

合　  計

3

職    種
女性 合計男性

3

10

消防職

　　普通退職（自己都合）

0

4

採用者数

0

5

2

2

2

旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧
本宮町及び合併後の田辺市の合計です。



(4)職員数の状況 （各年４月１日現在，単位：人）
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・中辺路大塔消防署龍神出張所移管
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・H17.5.1の市町村合併に伴い、職員
の再配置を行ったため
・退職による欠員不補充

69 

・H17.5.1の市町村合併に伴い、職員
の再配置を行ったため
・退職による欠員不補充

0

△ 20

△ 12

△ 11

下 水 道

641 

公
営
企
業
等
会
計
部
門

小 計

△ 1

43 

36 

163 

91 

909 

79 

921 

21 

148 

対前年
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・H17.5.1の市町村合併に伴い、職員
の再配置を行ったため112 △ 1111 

157 

△ 7
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職員数

7 

労 働

農 林 水 産

区分

部門

議 会

総 務

（5）定員適正化の目標等

①定員適正化計画の目標

②定員適正化計画の年度別目標値の推移 （各年４月１日現在，単位：人）

（注）定員適正化計画における職員数は、一般職に属する職員及び教育長(1人)の合計です。

平成19年度 平成20年度

削減目標値

削減累計

職員数

進捗率(％)

削減数

削減累計

平成17年度 平成18年度

△ 10

平成19年4月1日

△ 4

△ 14

（２年目）

94.8

994

△ 12

△ 12

982職員数

進捗率(%)

平成18年4月1日

△ 10

984

94.4

94.6

平成20年4月1日

△ 17

△ 31

963

平成21年4月1日

980 929

100.096.5 98.6

（３年目）

△ 21

△ 52

942

平成21年度

平成22年4月1日

△ 13

△ 65

H17.5.1
計画始期

－２－

（５年目）

効果測定日

実績

年度
（１年目）

計画期間
数値目標

始　期 終　期

平 成 17 年 5 月 1 日 平 成 22 年 4 月 1 日 職員６５人の削減

職員数は一般職に属する職員数であり,地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み，臨時
又は非常勤職員を除いています。

※

（注）

平成17年は、旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町の職員数の合計、平成18年は、合併
後の田辺市の職員数の合計です。

1,005 981 

（４年目）

72 84 

合　　　計

△ 12
門

△ 24

小 計

994



 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、平成17年４月１日現在の人数です。

　(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

6,031,916 6,535
17年度

923 3,663,298 937,482 1,431,136

人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

17年度

一人当たり

779,25646,490,391 7,931,268

　　計　　Ｂ期末・勤勉手当

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費
区　　分

人　

85,210

（参考）

17.0

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

Ｂ／Ａ

人 件 費 率

16年度の人件費率
区　　分

　　　　　　Ｂ

実 質 収 支

　　　　　（17年度末） 　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口 人 件 費歳 出 額

　　　　　　　　　　　％

19.1

　　　　　　％

給与費 B/A

２　職員の給与の状況

(H12)

102.4

(H17)

99 2

105

（注）  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

（4） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成18年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　1

        2

技能労務職 394,241

417,876

382,901

361,93836.1 294,600

－３－

48.1

平均給与月額

43.9 354,600

352,700

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外
勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

区分

教　 育 　職

消   防   職

「平均給料月額」とは、平成18年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給
の平均です。

平 均 年 齢 平均給料月額

一般行政職 42.3 345,900

(H12)

96.6 (H12)

95.4 (H12)

94.4

(H12)

97.5

99.2

(H17)

94.8

(H17)

97.2 (H17)

95.8
(H17)

93.5

90

95

100

旧田辺市 旧龍神村 旧中辺路町 旧大塔村 旧本宮町



（5) 職員の初任給の状況（平成18年４月１日現在）

Ⅰ種 円

Ⅱ種 円

円 円 Ⅲ種 円

円 円

－ 円

円 円

円 円

円

円

（6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成18年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

教　育　職 大　学　卒 278,600 327,500

高　校　卒 230,200 295,500

高　校　卒 220,400 295,500

中　学　卒 189,600 252,900

339,600

一般行政職 大　学　卒 279,700 326,000

高　校　卒 237,700

144,526

高　校　卒 138,400 ―

消　防　職 大　学　卒 170,200

―

一般行政職
大　学　卒 円

138,400

技能労務職

区　　　　分

教　育　職 大　学　卒 170,200

高　校　卒 138,400

経験年数１０年

技能労務職

中　学　卒

高　校　卒 138,400

高　校　卒 138,400

―

―

経験年数２０年

375,100

―

経験年数１５年

―

194,077

312,200

364,900

320,100

289,200

―

131,745

118,767

―

国

179,200

170,200

区　　　　　分 田　辺　市

170,200

136,071

和　歌　山　県

173,825 円

334,900円 円 円

円 円 円

円 円 円

（7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成18年４月１日現在）

部長・理事

部長の職務又はこれに相当する職務

課長・参事

課長の職務又はこれに相当する職務

係長・企画員

係長の職務又はこれに相当する職務

主事・技師

主事の職務又はこれに相当する職務

事務員・技術員

2級以上の職務を除く職員の職務

（注）　1 田辺市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

        2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

10.3

消　防　職 大　学　卒 276,800 327,500

　　　　　　　　人

職員数

　　　　　　　　人

329,100

区　　分

７　　級

６　　級

構成比

　　　　　　　　％

3.7

　　　　　　　　％

高 校 卒 , ,

標準的な職務内容

高　校　卒 230,200

５　　級

6.2

困難な業務を行う主査の職務

33

　　　　　　　　人

又はこれに相当する職務

　　　　　　　　％

１　　級

４　　級

75

25.2

　　　　　　　　人

30 5.6

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

135

187

55

14.0

20

293,400

　　　　　　　　人

35.0

２　　級
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

３　　級 主査の職務又はこれに相当する職務

　　　　　　　　％

,

364,900

－４－



（8) 職員手当の状況

○　期末手当・勤勉手当（平成18年4月1日現在）

千円

（17年度支給割合） （17年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　  勤勉手当

3.0  月分 1.45  月分 3.0  月分 1.45  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算5～20％ ・役職加算　5～20％

・管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○　退職手当（平成18年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2％～20％） 定年前早期退職特例措置（2％～20％）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

―

国

7,953

１人当たり平均支給額（17年度）

国

1,636

田　　　　　　　　　辺　　　　　　　　　市

26,884

田　　　　　辺　　　　　市

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、17年度に退職した職員に支給された平均額です。

○　地域手当（平成18年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

（注）「支給実績」及び「支給職員１人当たり平均支給額」は、平成17年度における調整手当の額です。   

○　特殊勤務手当

支給実績（平成17年度決算） （単位：千円）

支給対象職員数

74,684

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

支給実績（17年度決算）

0該当無し 0 0

支給対象地域

81,090

国の制度（支給率）

代 表 的 な
手当の名称

支給額の多
い手当

生活保護世帯訪問調査手当、消防隔
日勤務手当、じんかい処理従事手当、
保育所勤務手当

多くの職員
に支給され
ている手当

消防隔日勤務手当、じんかい処理従
事手当、保育所勤務手当

49,302支給実績

－５－

手当の種類（手当数） 21



○　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

　 ※

○ その他の手当（平成18年４月１日現在）

　職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 345

旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合併後の田辺市の合計で
す。

　支給実績（17年度決算） 386,775

　支給実績（16年度決算） 329,852

420　職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

手　当　名 内　　容

交通用具利用の場合、片道２ｋｍ以上の場合に限
り、通勤距離に応じて3，000円から支給80ｋｍ以上

扶養手当
（国と同じ）

配偶者13,000円
配偶者以外の扶養親族のうち２人まで各6,000円
（扶養親族でない配偶者がいる場合は、そのうち１
人は6,500円。配偶者がいない場合は、そのうち1人
は11,000円）
その他3人目以降各5,000円
満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子１
人につき5,000円加算

住居手当
借家の場合（家賃が12,000円を超える場合に限
る）、家賃の額に応じて27,000円を限度として支給
自宅の場合3,500円

　　（9）特別職の報酬等の状況（平成18年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

　　　　　　（算定方式）

　83万円×在職月数×0.433 任期毎

　70万円×在職月数×0.258 任期毎

　63万円×在職月数×0.241 任期毎

－６－

430,000

給
料

副 議 長

議 員

 　（支給時期）

535,000

475,000

区 分 給 料 月 額 等

助 役

収 入 役

報
酬

議 長

退
職
手
当

市 区 町 村 長

830,000

助 役 700,000

収 入 役 630,000

市 長

通勤手当
り、通勤距離に応じて3，000円から支給80ｋｍ以上
は5ｋｍごとに2，000円加算
交通機関利用の場合は負担している運賃額に応じ
て55,000円を限度に支給



３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)　勤務時間 　　（平成１９年１月１日現在）

　(注)一般職の標準的な状況です。

(2)　年次有給休暇の取得状況
一の年につき20日間付与

※付与された翌年に限り繰越し可能（最大40日）

※

(3)　特別休暇等の種類 （平成18年4月1日現在）

旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合
併後の田辺市の合計です。

1日の正規の
勤務時間

開始時刻 終了時刻 休憩時間

  ８時間 8時30分

9,716日 970人 10.0日

17時30分 １時間

必要な期間

必要な期間

必要な期間

種類 付与日数・期間等

平均取得日数
（Ａ／Ｂ）

全対象職員数
（Ｂ）

総取得日数
（Ａ）

平成17年中

選挙権等公民権行使休暇

証人・参考人等出頭

ドナー休暇

(4)　育児休業の取得状況

※ 旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合
併後の田辺市の合計です。

－７－

計

平成17年中

区分 男

１人

女

11人 12人

必要な期間

出産日の翌日から８週間

１日２回,各３０分以内

５日

５日

１日に１時間を超えない範囲内で必要な時間

７日

必要な期間

ドナー休暇

ボランティア休暇

結婚休暇

妊娠中の通勤緩和

妊婦のつわり

２日

５日

妊娠・産後の保健指導等

産前休暇

産後休暇

保育休暇

毎潮２日

勤続期間２０年　３日
勤続期間３０年　３日

１日～１０日

７日

必要な時間

出産予定日前６週間以内から出産日まで

家族出産休暇

子の看護休暇

感染症休暇

リフレッシュ休暇

生理休暇

夏季休暇

服喪休暇



４　職員の分限処分及び懲戒処分の状況

(1)　分限処分の状況 （平成17年度，単位:人）

(2)　懲戒処分の状況 （平成17年度，単位:人）

4

0

降　任 免　職 休　職 降　給 合　計

0

4

0

0

4

地公法第28条
第1項第3号

地公法第28条
第1項第4号

合　計 0 4 0

職に必要な適格性を欠く場合

心身の故障の場合

勤務実績が良くない場合

区　　分

0

地公法第28条
第2項第2号

職制，定数の改廃，予算の減少
により廃職，過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合

地公法第28条
第1項第1号

地公法第28条
第1項第2号
第2項第1号

停　職区　　分

地公法第29条
第1項第1号

法令に違反した場合

免　職 合　計

0

戒　告 減　給

※

５　職員の服務の状況

○ 営利企業等の従事許可の状況（地方公務員法第38条関係）
（平成17年度）

（注）年度内に申請があり許可のあった人数です。

※

－８－

全体の奉仕者たるにふさわしくな
い非行のあった場合

地公法第29条
第1項第2号

職務上の義務に違反し又は職務
をった場合

地公法第29条
第1項第3号

1

1

0 0 0

主な許可内容人数

0

1

合　計

旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合併後の田辺市の合計で
す。

区分

旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合併後の田辺市の合計で
す。

統計調査、交通指導員１３１人許可人数

1



６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(1)　職員の研修の状況

○ 研修の実施状況 （平成17年度）

１人

40人

24人

9人

　防火管理者講習

　ネットワーク管理者研修

　ホームページ研修

障害児サマースクール研修

　人権・同和研修

74人

　技術職員研修

1人

175人

3人

27人

２人

2人

　人事評価研修

22人

２１人

１７人

　和歌山県市町村課実務研修

　和歌山県市町村職員研修協議会専門研修

　市町村アカデミー研修

特別研修

受講者数

一般研修

派遣研修

　新規採用職員研修（前期・後期・終期）

　中級職員研修

　初級職員研修

　交渉能力養成研修

　情報セキュリティ研修 122人

研修名

　被災建築物応急危険度判定協議会研修

14人

※

(2)　職員の勤務成績の評定の状況

○ 勤務評定の実施状況 （平成17年度）

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

(1)　健康診断等の状況 （平成17年度）

※ 旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合
併後の田辺市の合計です。

 条件附採用期間中の職員

 全職員（管理職員を除く）

８７人

－９－

 勤務成績報告書（昇給）

受診者数区　分

２１０人

１人

自己啓発研修

評定名

定期健康診断

人間ドック

　また、一次評価者が被評価者と面接を行い、評価結果のフィードバックを行うことによって、評
価のみでなく、職務改善や人材育成につなげる制度にしています。

Ｂ型肝炎感染予防ワクチン接種

健康講座

７５１人

　田辺市職員自己啓発助成要綱に基づく　　

9人

31人

 勤務成績報告書（新規採用職員調書）

　障害児サマースクール研修

　自己啓発研修

旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合併後の田辺市における主
な研修の状況です。

対象者

 管理職員全員

　人事評価制度は、組織マネジメントを向上させる観点から、管理職員を対象に実施しています。

 人事評価制度



(2)　職員共済会の事業内容
（平成17年度）

(3)　公務災害，通勤災害の発生状況
(平成１７年度／単位：件）

※

８　公平委員会に係る業務の状況

（平成17年度）

0

９９２人

１,６０７,０４０円（１人あたり１,６２０円）

0

区  　分 認定件数

通勤災害

11 11

事業内容

旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合
併後の田辺市の合計です。

会員数

掛　金

補助金 １,６０７,０４０円（1人あたり１,６２０円）

　　　　　　　　　　　○ 購買事業
　　　　　　　　　　　○ 職員食堂事業
　　　　　　　　　　　○ 体育文化事業
　　　　　　　　　　　○ 健康増進事業

不認定 継続審議

公務災害

申請 申請 認定 不認定 継続審議認定

05 5 0

※

合　　計

0件

0件

0件

勤務条件に関する措置請求

不利益処分に関する不服申立

旧田辺市、旧龍神村、旧中辺路町、旧大塔村、旧本宮町及び合
併後の田辺市の合計です。

－１０－


